
商業地等における地価と評価額・課税標準額の推移（全国） 参考５

（注）１ 地価は、地価公示価格（商業地）を指数で表したものである（昭和58年＝100）

（注）２ 評価額は、固定資産税評価額（商業地等）である。
（注）３ 課税標準額は、固定資産税課税標準額（商業地等）である。


